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その他労働者派遣法に関する改正事項について 

 

 

（省令関係及び指針関係） 

Ⅰ．労働者に対する待遇決定方式の明示（法第 23 条第５項関係） ・ｐ ２ 

 

（省令関係） 

Ⅱ．労働者派遣契約の記載事項等（法第 26 条第１項等関係） ・・・ｐ ４ 

Ⅲ．雇入れ時の待遇に関する説明・明示（法第 31 条の２第２項関係）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ ８ 

Ⅳ．労働者派遣時の待遇に関する説明・明示（法第 31 条の２第３項関係） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ１２ 

Ⅴ．調停（法第 47条の９関係） ・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ１６ 

 

（指針関係） 

Ⅵ．派遣料金に関する配慮義務（法第 26 条第 11 項関係） ・・・・ｐ１９ 

 

  

資料３ 
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Ⅰ．労働者に対する待遇決定方式の明示（法第 23 条第５項関係） 

 

１．関係条文等 

 

 

◎労働者派遣法（下線部分は改正部分） 

（事業報告等） 

第二十三条 （略） 

２～４ （略） 

５ 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業

を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の

提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働

者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の

平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定し

た割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあ

らかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働

省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

 

◎労働政策審議会建議（平成 29年６月） 

２ 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備  

（２）派遣労働者 

 ○ 具体的には以下のような制度設計とすることが適当である。 

１）派遣先の労働者との均等・均衡方式 

ⅰ）～ⅲ） （略） 

 ２）労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式 

派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者

の過半数代表者と話し合い、十分に派遣労働者の保護が図られると

判断できる以下の要件を満たす書面による労使協定を締結し、当該

協定に基づいて待遇決定を行うこと 

① ～③ （略） 

（略） 

○  さらに、１)・２)のどちらの方式によるかを派遣先や労働者が知りう

るようにすることなどについても必要な措置を講ずることが適当であ

る。 
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２．基本的な考え方 

 

派遣労働者に対する待遇決定方式の明示については、以下のとおりとしては

どうか。 

 

○ 法第 23条第５項の規定により、派遣元事業主は、派遣労働者による派遣

元事業主の適切な選択等に資するよう、派遣労働者の数、労働者派遣の役

務の提供を受けた者の数、いわゆるマージン率その他の一定の事項に関す

る情報を提供することが求められている。 

 

○ 派遣労働者が派遣元事業主を選択するに当たって、その待遇が派遣先と

の均等・均衡方式と労使協定方式のいずれによって決定されるのかは重要

であり、派遣労働者が、あらかじめ、それを知りうるようにすることが適

当である。 

 

○ そこで、待遇決定方式の明示について、省令及び指針で次のとおりと

する。 

  

（省令） 

・ 派遣元事業主は、次の事項について、事業所への書類の備付け、イン

ターネットの利用その他の適切な方法により、情報を提供しなければ

ならない。 

－ 法第 30条の４第１項に規定する労使協定を締結しているか否か 

－ 法第 30 条の４第１項に規定する労使協定を締結している場合は、

その対象となる派遣労働者の範囲及び有効期間の終期 

（指針） 

・ 上記の事項に関する情報提供に当たっては、常時インターネットの利

用により広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供すること

を原則とすること。 
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Ⅱ．労働者派遣契約の記載事項等（法第 26 条第１項等関係） 

 

１．関係条文等 

 

◎労働者派遣法（下線部分は改正部分） 

（契約の内容等） 

第二十六条 労働者派遣契約（当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をす

ることを約する契約をいう。以下同じ。）の当事者は、厚生労働省令で定

めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を

定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなけれ

ばならない。 

一 派遣労働者が従事する業務の内容 

二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所

在地その他派遣就業の場所並びに組織単位（労働者の配置の区分であ

つて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位に

ある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものと

して厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。） 

三～九 （略） 

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

２～11 （略） 

 

（派遣元管理台帳） 

第三十七条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就

業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲

げる事項を記載しなければならない。 

一 協定対象派遣労働者であるか否かの別 

二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別（当該

派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用

派遣労働者に係る労働契約の期間） 

三～十二 （略） 

十三 その他厚生労働省令で定める事項 

２ （略） 

 

（派遣先管理台帳） 

第四十二条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関

し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事

項を記載しなければならない。 

一 協定対象派遣労働者であるか否かの別 
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二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 

三～十 （略） 

十一 その他厚生労働省令で定める事項 

２・３ （略） 

 

◎労働者派遣法施行規則（現行） 

（法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項） 

第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次

のとおりとする。 

一～四 

五 派遣労働者を無期雇用派遣労働者（法第三十条の二第一項に規定する

無期雇用派遣労働者をいう。）又は第三十二条の五に規定する者に限る

か否かの別 

 

（法第三十七条第一項第十二号の厚生労働省令で定める事項） 

第三十一条 法第三十七条第一項第十二号の厚生労働省令で定める事項は、

次のとおりとする。 

一 派遣労働者の氏名 

二 事業所の名称 

三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 

四～十 （略） 

 

（法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項） 

第三十六条 法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次

のとおりとする。 

一 派遣労働者の氏名 

二 派遣元事業主の事業所の名称 

三 派遣元事業主の事業所の所在地 

四～十一 （略） 
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２．基本的な考え方 

 

【労働者派遣契約の記載事項について】 

 

労働者派遣契約の締結に際して定めるべき事項（以下「派遣契約事項」と

いう。）については、以下のとおりとしてはどうか。 

 

○ 派遣契約事項については、法第 26 条第１項各号及び同項第 10 号に基づ

く省令で定められている。 

 

○ 派遣元事業主が、法第 30条の３の規定に基づき、均等・均衡待遇を確

保するに当たっては、職務の内容（業務の内容及び当該業務に伴う責任の

程度）等を考慮することとなるところ、業務の内容については派遣契約事

項とされているが、責任の程度は派遣契約事項とされていない。 

 

○ また、法第 26 条第７項において、労働者派遣契約を締結する段階で、

派遣先から派遣元事業主に対して、比較対象労働者の賃金等について情報

提供することが求められている。 

  派遣元事業主は、この派遣先からの情報提供をもとに、派遣先の通常の

労働者との均等・均衡待遇を確保することとなるが、当該労働者派遣契約

に基づき派遣されるのが労使協定の対象となる派遣労働者のみである場合

がある。この場合には、常に派遣先との均等・均衡の確保が求められる待

遇（法第 40条第２項の教育訓練と同条第３項の福利厚生施設）以外の情

報の提供は不要である。 

 

○ 情報提供の内容そのものは、法第 26条第７項に基づく省令で定めるこ

ととなるが、派遣先が情報提供すべき待遇情報の範囲について、派遣元事

業主と派遣先との間で共通の認識を持つために、派遣契約事項とすること

が必要である。 

 

○ したがって、法第 26条第１項第 10 号の厚生労働省令で定める事項に、

次の事項を追加する。 

 

・ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

・ 派遣労働者を法第 30条の４第１項に規定する協定の対象となる派遣

労働者に限るか否かの別 
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【派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の記載事項について】 

 

派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の記載事項については、以下のとおりと

してはどうか。 

 

○ 派遣契約事項に追加する「派遣労働者の責任の程度」とはいずれも派遣

労働者の待遇に関する重要な事項であることから、それを派遣元事業主及

び派遣先において記録しておくことが重要である。そこで、法第 37 条第

１項第 13号の厚生労働省令で定める事項及び法第 42 条第１項第 11号の

厚生労働省令で定める事項に次の事項を追加する。 

 

・ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

 

※ なお、個々の派遣労働者が労使協定の対象となる派遣労働者であるか

否かの別は、法第 37条及び第 42条において、これらの台帳の記載事項

とされている。 
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Ⅲ．雇入れ時の待遇に関する説明・明示（法第 31 条の２第２項関係） 

 

１．関係条文等 

 

◎労働者派遣法（下線部分は改正部分） 

（待遇に関する事項等の説明） 

第三十一条の二 （略） 

２ 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、

あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める

方法（次項において「文書の交付等」という。）により、第一号に掲げる事

項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲

げる措置の内容を説明しなければならない。 

一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する

厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるも

の 

二 第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措

置を講ずべきこととされている事項（労働基準法第十五条第一項に規定

する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。）に関し講

ずることとしている措置の内容 

３～５ （略） 

 

◎労働政策審議会建議（平成 29年６月） 

３ 労働者に対する待遇に関する説明の義務化 

（１）短時間労働者・有期契約労働者 

〇 現行法においては、短時間労働者については、事業主に対し、 

ⅰ) 特定事項(昇給･賞与･退職手当の有無)に関する文書交付等による

明示義務、その他の労働条件に関する文書交付等による明示の努力義

務（雇入れ時）（パートタイム労働法第６条第１項･第 2項） 

ⅱ） 待遇の内容等に関する説明義務（雇入れ時）（パートタイム労働

法第 14 条第１項） 

ⅲ） 待遇決定等に際しての考慮事項に関する説明義務（求めに応じ）

（パートタイム労働法第 14 条第 2 項） 

が課せられている。 

〇 しかしながら、有期契約労働者については、上記ⅰ）～ⅲ）のいずれ

も課されておらず、また、短時間労働者・有期契約労働者のいずれにつ
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いても、正規雇用労働者との待遇差の内容やその理由等について説明が

得られる制度とはなっていない。 

○ このため、短時間労働者・有期契約労働者のいずれについても、上記

ⅰ）～ⅲ）に加え、短時間労働者・有期契約労働者が求めた場合には正

規雇用労働者との待遇差の内容やその理由等について説明が得られるよ

う、事業主に対する説明義務を課すことが適当である。 

  その際には、短時間労働者・有期契約労働者が、説明を求めた場合の

不利益に対する不安から説明を求められないようなことにならないよ

う、事業主に対し、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止

することが適当である。 

 

（２）派遣労働者 

〇 派遣労働者についても、派遣元事業主に対し、上記(1)のⅰ）～ⅲ）

及び派遣労働者が求めた場合には待遇差の内容やその理由等についての

説明義務・不利益取扱禁止を課すことが適当である。 

なお、派遣労働者の場合、短時間労働者・有期契約労働者と異なり、

雇入れ時でなくても、派遣先の変更により、待遇全体の変更があり得

る。このため、上記(1)のⅰ）及びⅱ）の説明義務については、雇入れ

時に加え、労働者派遣をしようとするときを加えることが適当である。 
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２．基本的な考え方 

 

派遣労働者を雇い入れようとするときの待遇に関する説明・明示については、

以下のとおりとしてはどうか。 

 

○ 法第 31条の２第２項において、派遣元事業主は、派遣労働者を雇い入れ

ようとするときは、労働条件に関する事項のうち厚生労働省令で定めるも

の（法第 31条の２第２項第１号に規定する事項）について、文書の交付そ

の他厚生労働省令で定める方法により、明示することが求められている。 

 

○ この規定は、パート・有期労働法第６条第１項にならって設けられたも

のであり、明示の方法及び明示すべき労働条件に関する事項については、

同項に基づく省令を参考に、省令で次のとおりとする。  

 

・ 法第 31条の２第２項の厚生労働省令で定める方法は、明示すべき事

項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が

希望した場合における当該方法とする。 

－ ファクシミリを利用してする送信の方法 

－ 電子メール等の送信の方法（派遣労働者が電子メール等の記録を出

力することにより書面を作成できるものに限る。） 

・ 法第 31条の２第２項第１号の厚生労働省令で定める明示すべき事項

は、次のとおりとする。 

－ 昇給の有無 

－ 退職手当の有無 

－ 賞与の有無 

－ 法第 30 条の４第 1 項に規定する協定の対象となる派遣労働者であ

るか否か（労使協定の対象となる場合は、当該協定の有効期間の終期） 

－ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 

・ 派遣元事業主は、法第 31条の２第２項の規定により派遣労働者に対

して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはな

らない。 

 

（参考）現行のパートタイム労働法施行規則第２条 

（法第六条第一項の明示事項及び明示の方法） 

第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対し

て明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるもの

とする。 
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一 昇給の有無 

二 退職手当の有無 

三 賞与の有無 

四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

２ 法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる

事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労

働者が希望した場合における当該方法とする。 

一 ファクシミリを利用してする送信の方法 

二 電子メールの送信の方法（当該短時間労働者が当該電子メールの

記録を出力することによる書面を作成することができるものに限

る。） 

 

○ 法第 31条の２第２項において、派遣元事業主は、派遣労働者を雇い入れ

ようとするときは、第 30条の３等の規定に基づき実施する措置の内容（法

第 31条の２第２項第２号に規定する事項）について、厚生労働省令で定め

るところにより、説明することが求められている。 

 

○ 派遣労働者が説明の内容を理解できるよう、その説明について、省令で

次のとおりとする。 

 

・ 法第 31 条の２第２項（第２号に係る部分に限る。）の規定による説

明は、資料を活用した方法その他の適切な方法により行わなければな

らない。 
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Ⅳ．労働者派遣時の待遇に関する説明・明示（法第 31 条の２第３項関係） 

 

１．関係条文等 

 

◎労働者派遣法（下線部分は改正部分） 

（待遇に関する事項等の説明） 

第三十一条の二 （略） 

２ 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、

あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める

方法（次項において「文書の交付等」という。）により、第一号に掲げる事

項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲

げる措置の内容を説明しなければならない。 

一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する

厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるも

の 

二 第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措

置を講ずべきこととされている事項（労働基準法第十五条第一項に規定

する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。）に関し講

ずることとしている措置の内容 

３ 派遣元事業主は、労働者派遣（第三十条の四第一項の協定に係るものを

除く。）をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労

働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するととも

に、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説

明しなければならない。 

一 労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び

前項第一号に掲げる事項（厚生労働省令で定めるものを除く。） 

二 前項第二号に掲げる措置の内容 

４・５ （略） 

 

◎労働政策審議会建議（平成 29年６月） 

３ 労働者に対する待遇に関する説明の義務化 

（１）短時間労働者・有期契約労働者 

〇 現行法においては、短時間労働者については、事業主に対し、 

ⅰ) 特定事項(昇給･賞与･退職手当の有無)に関する文書交付等による

明示義務、その他の労働条件に関する文書交付等による明示の努力義

務（雇入れ時）（パートタイム労働法第６条第１項･第 2項） 
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ⅱ） 待遇の内容等に関する説明義務（雇入れ時）（パートタイム労働

法第 14 条第１項） 

ⅲ） 待遇決定等に際しての考慮事項に関する説明義務（求めに応じ）

（パートタイム労働法第 14 条第 2 項） 

が課せられている。 

〇 しかしながら、有期契約労働者については、上記ⅰ）～ⅲ）のいずれ

も課されておらず、また、短時間労働者・有期契約労働者のいずれにつ

いても、正規雇用労働者との待遇差の内容やその理由等について説明が

得られる制度とはなっていない。 

○ このため、短時間労働者・有期契約労働者のいずれについても、上記

ⅰ）～ⅲ）に加え、短時間労働者・有期契約労働者が求めた場合には正

規雇用労働者との待遇差の内容やその理由等について説明が得られるよ

う、事業主に対する説明義務を課すことが適当である。 

  その際には、短時間労働者・有期契約労働者が、説明を求めた場合の

不利益に対する不安から説明を求められないようなことにならないよ

う、事業主に対し、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止

することが適当である。 

 

（２）派遣労働者 

〇 派遣労働者についても、派遣元事業主に対し、上記(1)のⅰ）～ⅲ）

及び派遣労働者が求めた場合には待遇差の内容やその理由等についての

説明義務・不利益取扱禁止を課すことが適当である。 

なお、派遣労働者の場合、短時間労働者・有期契約労働者と異なり、

雇入れ時でなくても、派遣先の変更により、待遇全体の変更があり得

る。このため、上記(1)のⅰ）及びⅱ）の説明義務については、雇入れ

時に加え、労働者派遣をしようとするときを加えることが適当である。 

 

  



14 

２．基本的な考え方 

 

労働者派遣をしようとするときの待遇に関する説明・明示については、以下

のとおりとしてはどうか。 

 

○ 法第 31条の２第３項において、派遣元事業主は、労働者派遣をしようと

するときは、 

・ 労働基準法第 15 条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項（※） 

・ 法第 31条の２第２項の規定に基づき、雇入れ時に明示した労働条件に

関する事項 

のうち、厚生労働省令で定める事項以外の事項（法第 31条の２第３項第１

号に規定する事項）について、文書の交付等により、明示することが求めら

れている。 

※ 労働基準法第 15 条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項の概要は、次のとおり。 

・ 労働契約の期間に関する事項 

・ 有期労働契約の更新基準に関する事項 

・ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

・ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項 

・ 賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。）の決定等に関する事項 

・ 退職に関する事項 

 

○ 他方で、労働契約の期間など、派遣先の変更に伴って変わらない待遇も

あることから、そのような待遇については、法第 31条の２第３項の明示か

ら除外することとされている。そこで、省令で次のとおりとする。 

 

・ 法第 31条の２第３項第１号の厚生労働省令で定める事項（労働者派

遣をしようとするときに明示することを要しない事項）は、次のとおり

とする。 

１ 労働契約の期間に関する事項 

２ 有期労働契約の更新基準に関する事項 

３ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

４ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日等に関する事項 

５ 退職に関する事項 

６ 派遣労働者から申出のあった苦情の処理に関する事項 

※ ３・４・６の事項については、法第 34条第１項において、労働者派遣

をしようとするときに明示することが求められているため、重ねて明示

を求める必要がない。 
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○ また、法第 31条の２第３項において、派遣元事業主は、労働者派遣をし

ようとするときは、派遣労働者の雇入れ時と同様に、第 30条の３等の規定

に基づき実施する措置の内容（法第 31 条の２第３項第２号に規定する事

項）について、厚生労働省令で定めるところにより、説明することが求め

られている。そこで、同項の説明について、省令で次のとおりとする。 

 

・ 法第 31 条の２第３項（第２号に係る部分に限る。）の規定による説

明は、資料を活用した方法その他の適切な方法により行わなければな

らない。 

 

○ さらに、法第 31 条の２第３項の明示（法第 31 条の２第３項第１号に規

定する事項の明示）について、労働者派遣の実態に応じた対応を可能にす

るため、省令で次のとおりとする。なお、この内容は、現行の労働者派遣

法施行規則第 26 条の規定（就業条件明示の方法等）にならったものであ

る。 

 

・ 労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ文書の

交付等による明示ができないときは、当該文書の交付等以外の方法に

よることができる。 

この場合において、派遣労働者から請求があったとき又は労働者派

遣の期間が１週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後遅滞なく、

文書の交付等により明示をしなければならない。 
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Ⅴ．調停（法第 47条の９関係） 

 

１．関係条文等 

 

◎労働者派遣法（下線部分は改正部分） 

（調停の委任）  

第四十七条の七 都道府県労働局長は、第四十七条の五に規定する紛争につ

いて、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合にお

いて当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛

争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わ

せるものとする。  

２ 前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用

する。 

 

（調停） 

第四十七条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条まで

の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、

同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の七第一

項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又

は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同

法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の七第

一項」と読み替えるものとする。 

 

（厚生労働省令への委任） 

第四十七条の九 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項

は、厚生労働省令で定める。 

 

◎労働政策審議会建議（平成 29年６月） 

４ 行政による裁判外紛争解決手続の整備等  

（２）派遣労働者 

○ また、派遣労働者についても、上記「２ 労働者が司法判断を求める

際の根拠となる規定の整備」及び「３ 労働者に対する待遇に関する説

明の義務化」について、労働局長による紛争解決援助や、調停といった

行政 ADR（裁判外紛争解決手続）を利用できるようにすることが適当であ

る。 



17 

○ その際には、均衡待遇規定については、短時間労働者・有期契約労働

者と同様、解釈が明確でないグレーゾーンの場合は報告徴収・指導及び

助言・改善命令・事業停止命令・許可取消しの対象としない一方、職務内

容、職務内容・配置変更範囲その他の事情の違いではなく、雇用形態が

非正規であることを理由とする不支給など解釈が明確な場合は対象とし

ていくことが適当である。また、行政 ADR については、均等・均衡待遇

を求める労働者の救済を幅広く対象としていくことが適当である。 
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２．基本的な考え方 

 

法第 47 条の７第１項の調停の手続きについては、以下のとおりとしてはど

うか。 

 

○ 法第 47条の７第１項の調停の手続きについて、パート・有期雇用労働法

に基づく省令を参考に、省令で、雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律施行規則の調停に関する規定を準用し、必要

な読み替えを行う旨の規定を定める。 
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Ⅵ．派遣料金に関する配慮義務（法第 26 条第 11 項関係）  

 

１．関係条文等 

 

◎労働者派遣法（下線部分は改正部分） 

（契約の内容等） 

第二十六条 （略） 

２～10 （略） 

11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働

者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三十条の四第一

項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の

規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号ま

でに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなる

ように配慮しなければならない。 

 

◎労働政策審議会建議（平成 29年６月） 

２ 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備  

（２）派遣労働者 

○ 具体的には、以下のような制度設計とすることが適当である。 

１）派遣先の労働者との均等・均衡方式 

ⅰ）～ⅲ） （略） 

 ２）労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式 

派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者

の過半数代表者と話し合い、十分に派遣労働者の保護が図られると

判断できる以下の要件を満たす書面による労使協定を締結し、当該

協定に基づいて待遇決定を行うこと 

② ～③ （略） 

（略） 

○  なお、これらの規定（上記「１)」及び「２)」）の履行に際しては、派

遣元事業主に派遣労働者の待遇改善を行うための原資の確保が必要と

なることから、派遣先に対し、派遣料金の設定に際し、派遣元事業主が

上記１)・２)の規定を遵守できるよう、必要な配慮義務を設けることが

適当である。 
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２．基本的な考え方 

 

派遣料金に関する配慮義務については、以下のとおり、派遣先指針で示すこ

ととしてはどうか。 

 

・ 労働者派遣に関する料金の額について、法第 26 条第 11 項に基づく

配慮は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけでなく、当該締結又

は更新がされた後にも求められるものである。 

 

（参考）現行の派遣先指針 

第２ 派遣先が講ずべき措置 

９ 適正な派遣就業の確保 

(2) 労働者派遣に関する料金の額 

派遣先は、労働者派遣に関する料金の額の決定に当たっては、その

指揮命令の下に労働させる派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況

等を勘案し、当該派遣労働者の賃金水準が、当該派遣労働者の従事す

る業務と同種の業務に従事している労働者の賃金水準と均衡が図ら

れたものとなるよう努めなければならないこと。また、派遣先は、労

働者派遣契約の更新の際の労働者派遣に関する料金の額の決定に当

たっては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の就業の実態、

労働市場の状況等に加え、当該派遣労働者が従事する業務の内容及び

当該業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要求する技術水

準の変化を勘案するよう努めなければならないこと。 

 


